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発刊にあたり

不透明といわれる 80年代を迎え，われわれの試験研究をとりまく諸情勢

も一段と厳しくなってまいりました。各機関におかれても当面する諸問題の

対応や，また，今後の試験研究の推進策など，それぞれの問題にとり組みの

ことと思います。

今回も各機関より最近の出来事や，今後の計画など貴重な情報を賜り，ま

た，研究員の方よりユニークな研究情報の投稿をいただき有り難うございま

した。

われわれの試験研究は，林業のもつ長期性のものが多いことから，とかく

問題にされることも少なくありません。しかしながら，将来の林業を展望し

て計画的な研究を進めるからには，関係あるものは常に協力して，問題の解

決や，よりよい環境づくりに努力しなければならないと思います。このため

今後ともより多くの情報を交換し，お互いの向上に努めることも極めて大切

であります。

末尾に記載した実態調査もこのためにいくらか役立てるものとして行いま

したが，いささか蛇足になったかと反省しております。

今後とも各機関のご健斗とご発展を祈ります。

昭和 55年 3月

関中林試連会長 青 沐こ 茂

（富山県林業試験場長）



機関情報

1. 福島県林 業 試 験 場

マツノザイセンチュウ病による松樹の被害は，北部を除く日本全国の大方の都府県に蔓延し，その防

除については，各関係者が総力をあげこれに当っているが，福島県においても，昭和 51年2月に中通

りの郡山市，同年6月に浜通りの宮城県境に近い相馬市で，単木的に発生して以来，年々拡りを見せ，

54年度には会津を除く県内全域から被害発生報告がもたらされるようになった。

幸い全県あげての初期防除活動の徹底により，散発的ないし単木的な被害にくい止めているが，これ

らの被害発生予察は，被害蔓延区域の各林業事務所や営林署の担当の方々の協力を得て実施しており，

また，ザイセンチュウ病診断の業務は当場が一手に引き受けてこれに当っている。昭和54年度も 1月

中旬現在までに，診断同定依頼のあったのが 193件，うち，マツノザイセンチュウを検出したものは，

89件となっており， 当場の研究担当員は松の枯損防止新技術の総合研究と共にマックイムシに追い廻

されているといっても過言ではない。

このような情勢のなかで，昨年 11月の末頃当場の正門入口に近い 60年生の見事なマツの大木 1本

が被害にかかっているのを発見した。ご承知のとおり，当場の敷地は約37 haあり， その大部分が天然

生のアカマツの美林で，場内環境の保持の他，実験林，展示林としても重要な役割を占めているが，こ

の一角に単木的とはいえマツノザイセンチュウ被害木が発生したことは，捨ておくわけにも行かず早速

防除措置（伐倒処理）をこうじたが，この他のアカマツ林にも発生するおそれが多分にあり，場員あげ

てシラミップシに調べ，徹底的に撲滅するべく努力中である。

（福島林試）

2. 茨城県林業試験場

林学会関東支部大会の開催

第 31回日本林学会関東支部大会は，昨年10月3日・ 4日の両日，国立林試を会場に開催されまし

た。

研究発表は 62編，大会参加は 165名の多数に及び， 活発な討議がなされ，大変盛況で，ホスト役

の当場も御協力いただいた方々に感謝して居ります。ただ，内容的にみると，発表者の 48バーセント，

参加者の 55パーセソトが国立林試の方々で占められました。また，大会の運営が地元県の財政負担に

よらなければ開催できない状態等は，将来この会を存続発展させるために検討しなければならない問題

のように思われます。例えば，今回は会費が 500円に値上げされましたが， 諸般の情勢からみて，さ

らにこれを引き上げるなど，自主財源の確保を図ることも必要でありましょう。

（場長萩庭勤五）
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3. 栃木県林業センター

第 88回全国植樹祭が昭和57年に本県において開催されることが正式に決定された。その会場は，

植樹祭行事及び展示を矢板市高原の「県民の森」，お手まき行事を「林業センター」と内定している。

これに伴ない当場においても今後「植樹祭関連事業」が増加してくると考えられるが，既にお手植え行

事用の苗木として，日光並木すぎから採取した種子と，ひのき育種母樹林から生産された種子のまきつ

けを行い苗木の養成を開始した。

お手まき会場としては，当場本館前庭を候補地として挙げ，会場の計画を検討中であるが，具体的事

項や開催のための苦心談等について先輩諸県の御教示をいただき充実した行事としたいと考えておりま

すので，何かと御迷惑をおかけすることもあろうと思われますがその節はよろしくお願い申しあげます。

4. 群馬県林業試験場

設立 20 周年を記念して

め
昭和 84年 11月， 県内林業関係者の要望を担って，高崎市乗附町に「群馬県林業試験場」が発足し

てから，今年で 20周年を迎えました。

この問．昭和44年に現在地へ移転するという経過がありましたが．一つの節として 20周年を記念

して，林業試験場の簡単な歴史と業績の要約とを記した「林業試験場 20年の歩み」と構内にある樹木

園の「樹木目録」とを刊行しました。

また，昭和 54年11月吉日， 国立林業試験場より野村勇先生を迎えて記念講演「これからの木材需

要と日本林業」を開催し， 「低迷を続けている木材需給にもようやく光明が見え始めた」と林業界に明

るい希望を拝聴しました。

その後，この 20年間に林試に奉職した人達の組織「林試友の会」の主催による祝賀会を盛大に行な

いました。初代場長以下 50名，その時々の想い出を語り．夜の更けるのを忘れて話し合い，楽しい一

夜を過ごし，ささやかな 20周年の記念のしめくくりとしました。

5. 千葉県 林 業 試 験 場

昭和 54年度において，かねて要望のあった「緑化センクー」を設立する運びとなった。当場の環境

緑化研究室のある環境緑化適用試験地（君津郡袖ヶ浦町蔵波地先）約4haの敷地内に設骰される。

環境緑化研究室は昭和46年に設置され，東京湾臨海埋立地の緑化が学問的にも経験的にも未知の分

野が多く，従来の緑化技術のみでは対応できない問題が提起されているため，早急に緑化技術を体系化

する目的をもって設立され室も活動を続けてきた。

以来，臨海埋立地に進出した各企業の緑化担当者をはじめ，県内外の関係者から研究実績が評価され，
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年々来訪者が増加し，その対応に研究時問を多く割かれていた。

このような現状を改善し，本施設の機能の確保と研究成果の普及及び適切な指導を図るべく「緑化セ

ンクー」の整備強化がなされている。

本年度においては管理棟・研修棟の設計委託費と道路開設費が計上され 1,500万円の予算で執行中で

ある。

次年度には建設費（管理棟）を中心に 5,800万円を要求中であり，最終年度（昭和 56年度）には研

修棟及び周辺緑化費として 2,700万円の予算を検討中である。

6. 東京都農業試験場五日市分場

都財政再建委員会から昨年11月「都財政再建の方策」と題する中問答申が知事に提出された。この

答申は 55年度予算編成に焦点を合わせ当面緊急に措置すべき再建策を盛り込んだものである。その内

容は職員定数の削減，給与費の見直し，組織の見直し等内部努力を中心とした厳しいものとなっている。

そして 55年度の予算査定をとおしてその具体化がすでに図られつょある。したがって今後の試験研究

活動は厳しい制約の下に遂行しなければならないことが予想される。しかしこのことは住民の信頼を都

政につなぎとめるためには是非とも克服しなければならない問題であると思う。このような厳しい状況

の下にあって私達にとっての大きな喜びは多年にわたる念願がかなって新年早々に試験林（約 15ha) 

の整備に着手できたことである。完成までには長い年月がかかるが，一日も早く整備を完了し多くの成

果を社会に還元したいものである。

7. 埼玉県林業試験場

場の近況

農林，商工部等県内に試験研究機関は 18場所がありますが，これらの横の連絡調整と，試験研究の

効果的推進を図るため，昨年 5月，企画財政部に科学技術振興長の制度が発足いたしました。早速これ

を中心として，昨年10月以来，省資源，省エネルギーのための技術開発を目的として，プロジェクト

チームを作り，共同研究の推進を図っております。

当地では，このうちキノコの生産に関する技術開発に取組むこととなり，福田研究員をリーダーとし

て鋭意事業の推進に努力しております。

（清水場長）

8. 神奈川県 林 業 試 験 場

神奈川県では，新神奈川計画発足8年目を迎え， 2年毎のローリングを行うなかで，頭脳センター構

想の推進など新たにいくつかの事業が企画された。そのうち林務関係では「21世紀の森造成事業」が

企画され，これには，およそ 56ヘクタールに及ぶ土地の取得が含まれ，予算規模ではかなり大きなも
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のになっている，．青少年の学習活動，体験実習等の場としてだけでな<,この中には林木育種事業を中

心とした「育種の森」の造成が大きなウエイトを占めており，試験林，展示林などの施設も考えられて

いる。細部については企画委員会が設けられ，そこで検討することになるが，林木育種事業をかかえて

いる当場にとっては，真に喜ばしい話である。

9. 静岡県 林 業 試 験 場

場長兼県立自然保護センクー所長

角田賢造

木質燃料スト ー ブ の 利 用

石油情勢の厳しさ，オガライトの需要拡大等をはかるため，国産材の多用途利用開発総合研究の一環

として，外国産木質燃料ストープを購入し実用化試験を行なっている。

現在実験している機種は，米国製 (UNITED STATES STOVE COMPANY) Mooel 2,600 

である。大きさは高さ 85 cm,巾82 cm,奥行49cmの直方体で，最下部中央に縦3cm,横 12cmの送風

ロがあり，湿度の上昇によって，自動的にファンが始動する。そして直径 16ins の煙突が付帯してい

る。

米国においては家庭用であっても，比較的大きいので当場では研究室49.5 m2 (15坪）においてテス

トを行なっている。本年は暖冬のため，まだ他のストープとの比較はしてないがこのストープは寒い日

でもオガライト 1袋 (15kg,小売400円）で1日(8時間）十分の暖かさを保てます。 また，取扱

いも比較的便利です。

今後は石油ストープ等との比較実験，また 1月下旬には米国Malm社製， 8月上旬には， Shenandoch

社製の木質燃料ストープが入り，実験を続ける予定です。

ちなみに今度入るストープ， Malm社の金額は，下記の通りです。

1. 本体 FOB SanFrancisco U.S. 540 

2. 海上運賃 (Cantainer扱料を含む）

3. 海上保険料 A 11 risks with SR cc 

4. 輸入税 CIFx6% 

5. 通関，入出庫保管料

6. 内陸運賃，横浜～芝浦～静岡

7. 商社手数料 FOB x 10 q6 

合 計
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10. 愛知県 林 業 試 験 場

予算のゼロ ベース査定

本県では，本年度から厳しい地方財政のなかで，ゼロベース査定を基調とした新方式による予算編成

が行なわれた。この方式は，すでにアメリカで採用されているが，本県の方式は学者，民間経営者らで

組織した財政問題懇談会が研究し取纏めたものである。

従来，試験場の運営費や試験費は経常経費とされ，前年度の実績をベースに新年度の標準伸び率分を

上乗するという考えで編成され特別の事情のない限り前年度を下廻ることはなかった。ところが，新方

式は，期待される効果や他府県との比較，代替手法の検討など厳しい見直しを行ない，事業毎に行政活

動計画書を作成し，部局毎に優先区分をして財政当局に提出するもので，ことの次第によっては縮少さ

れることになる。又，研究用備品についても，導入効果や使用頻度等についても細かい資料を求められ

るようになった。

新方式の採用で，各県への照会も増えたがご協力を切にお願いしたい。

（場長岩間）

11. 山梨県 林 業 試 験 場

山梨県匠おけるマツノザイセンチュウによる

松の被害および防除の現況匠ついて

前号で昨年はじめて山梨県にマツノザイセンチュムによる被害が確認されたことを報告したが，今回

はその後の被害および防除等について簡単に報告する。

昨年の被害は前号で 1,382本，材積36 8.8 7吋と報告したが，その後，被害の追加があり最終的には

26市町村， 3,001本， 65 4.18吋の被害になった。そこで，その対策として，本県では被害発生が隣

接県から広がってきた被害でなく，突発的に甲府盆地の北西部に持ちこまれた被害なので，完全駆除を

目標として，マダラカミキリの幼虫が松の林内に生息している冬期間に被害木を伐倒焼却し，さらに伐

根に対してもスミバーク Fを散布した。防除費は県単で約1千万円であった。

その結果，今年度の被害は 11月現在で 13市町村， 349本， 168.5 8 m3になっており， 昨年度に

比べて被害本数比率で11.6％とひく<,昨年度よりもいまのところ 88.4笏減で，防除効果がかなりあ

ったものと思われた。

なお，今年度も昨年度に引き続き被害木は伐倒焼却することになっている。
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12．新潟県林 業 試 験 場

お手まき行事記念樹の移植と見本園造成

場本館前の前庭は，昭和46年秋に現在地に移転新築した際に造成したもので，広い芝地に，県産自

然石を配し，整枝した中木の松，寄せ植えッツジなど植込んであります。

その一角には，昭和47年に全国植樹祭のお手まき行事の会場となった跡地に，両陛下お手まきのス

ギ，クロマツが 8本づつ定植してあり，また記念碑が建っています。

この記念樹は，現在樹高3~5mと順調に生育していますが，このままこの場所での生育がむずかし

いことから，お手まき記念樹の移植と併せ周辺に新しく広葉樹見本園作りを数年前から計画し，予算要

求してきたが，実現出来なかった。幸い昭和54年度に予算がつき，記念樹の移植に伴う記念の森づく

りと見本園造成工事を実施して，昨年 11月に完成したものです。

この工事の設計と植栽は，場職員が中心となり，地元造園業者の協力をえながら周辺環境に美観をそ

えるような造園工事を実施したものです。何時か来場の折にでも，ご覧いただき，ご指薄いただければ

幸いです。

工事の概要

総工事費 2 5 0万円

1)お手まき記念樹の移植森づくり 25 0 nf 

スギ，クロマツ各8本

常・落葉広葉樹（中・高木） 12種

2)お手まき跡地の芝張り，敷石

8)広葉樹見本園 400吋

低～中木 85種

13. 岐阜県林業センター

林 業 普 及 双 書

近年，全国において，優良材生産指導が進められている。また，量より質の時代という社会的思想が，

大きなすう勢として言われている。このような背景のもと，林業生産において，銘柄材化が地域林業を

育てる一つの方法として大きな反響を呼ぶことになる。我々は，昭和 52, 5 3年度の組織的調査研究

事業において＂東濃ヒノキの組織的生産”を採りあげ，各面からの調査活動を行なって来た。これらの

仕事が，全国林業改良普及協会の今日的思考と一致し，昨年夏，双書執筆を担当してほしいとの要請が

あり，これを受け，補促的調査とともに年末迄に一応の脱稿をみたのである。本年2月には，本書発刊

の予定で現在製本化が進められているが，試験機関として，このような形での普及指禅への直接的な参

画は，我々の仕事を進めるうえでの大きな励みとなったのである。
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14. 岐阜県寒冷地林業試験場

試験研究課題最近の動向

大型プロジェクト研究の登場により，国補関係試験は，最近とみに規模が大型化しつつあり，我々地

方研究機関は，その恩恵に大いに浴しているのである。

ちなみに，当場における最近 5ヶ年間の国補の占める割合の経年経過は，別表のとおりであり，これ

によっても著しく増大していることがわかる。

試験課題は，残廃材利用あるいは，エネルギーの問題等石油危機という厳しい世相を反映したテーマ

に移り変りつつあるのも避けられない時代のすう勢であろう。

しかし，一方では地方研究機関の大きな使命である地域に即した問題 国補試験費の推移

の検討がややもすれば，ないがしろになり勝ちとなるのも否めない。

新年度では，これを補うべくウルシ栽培等の新規課題を要求中である

が，ともあれ地域林業家の要望にもキメ細かく応えてゆきたいものと念

願している。

年度

50年

51 

52 

53 

54 

研究費 国補占
総 額 有率

干円

22 ％ 4,884, 

4,676 24 

4,570 26 

5,815 40 

6,250 51 

15. 長野県林業指導所 注：運営費は除く

林業後継者養成

本県における林業後継者育成事業は，あすの林業を担う「新しい林業経営者育成事業」として組織的

体系的に一貫性をもったものにして昭和 38年度より実施している。

この事業は， t人づくり ”ff組織づくり，，｀拠点づくり，，の 3づくりを柱に実施しており，

人づくりは……養成研修，組織づくりは……グループ活動の助長，拠点づくりは……林研グループの

実習集会の場づくりを進めている。

当所で実施しているこの事業の中心となる人づくり研修は，初年度「林業教室」で初級基礎的な生産

と経営技術研修， 2年目が「林業ゼミナール」で中級専門実務的な技術知識の教育で専門コース別に研

修し， 3年目は「山村青年指導者研修」で地域林業の中堅的指導者となるための林業教育，技術体験を

する派遣研修にて構成し，この研修を修了した者が林業士認定申請の資格者となり，本年度までに105

名の林業士が知事から認定された。

16. 富山県木材試験場

1 0周年記念誌 の発行匠ついて

昭和 44年4月に開場した， 当試験場も，昭和 54年4月で10周年を迎えました。
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開場 10周年を記念する行事として，研究発表と．記念誌を発刊することになり，研究発表は，昭和

54年 11月2日，県民会館において，次のテーマで実施致しました。

1. 工場残端材を原料とするパーチクルボードの品質向上

2． 木材の表面処理によろ貴化技術

3. 未利用小径広薬樹の利用について

4． 木質セメント板の性能向上

5. 小径材による LVLの構造的利用について

6. 樹皮成分による木材用接着剤の製造について

引き続き， 10周年記念誌の発行に着手していますが，内容は，現在までの研究成果を中心にして，

10年間の当場の歩みが一目でわかるようなものとするため，鋭意，編集を進め，近日中に刊行する予

定です。

今後とも，一層の御支援，御鞭撻を賜わります様，お願い致します。

17. 富山県林業試験場

サクラの見本園尻ついて

試験場の構内は，自然林，試験林，樹木園，苗畑等を合わせて 16.5ヘクタールあるが， 梢々異色な

ものとして 1.5ヘクタールのサクラ見本園がある。

これは，昭和47年高岡市の農園主でサクラの収集家であった加茂善治氏より県に対し， 130種（各

品種約2本，樹高 1~3米）のサクラ苗木の寄贈申出があった。

当時県ではまだ緑化センクーもなく，その他適当な受入れ場所がなかったので結局林業試験場で引受

けることになったのである。なお，寄贈者の加茂氏は高令ながら健在で，今後共サクラの新品種を収集

して，将来には 300品種位になるまで寄贈もつづけ，県に立派なサクラ園が完成されることを期待され

ていたようであるが，惜しくも昭和 52年故人となられた。

その頃林業試験場では，多少当惑したようであるが，折角の寄贈であるので，将来大木となることも

考え，植栽間隔も 8米余として圃場の一部を割いて見本園を設定した。

寄贈されたサクラの中には，有名品種や貴重品種もあり，その保育管理にはとくに注意を払っている

が，多雪地等の気象条件に適しないものもあるためか，成育のよくないものや，気象害，病虫害などで

枯損するものもあり，現在では，在来のものや，その後集めたものも含めて 143品種約230本になっ

ている。

また，珍しいので苗木を希望するものも多く，毎年多少の増殖を試みているが，技術的な問題や本来

の業務もあるので多くの対応はできない。しかし，寄贈された品種を絶やすこともできないので，増殖

したものは緑化セ‘ノターに移して品種を保存し，なお，本県に適するものは今後も多少補充するよう努

めている。
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研究情報

1. 野性きのこ類の人工栽培化匠ついて

福島県林業試験場庄司 当

(1) 目的

福島県は全国でも，野性「きのこ」類の発生環境として恵まれており，発生する「きのこ」の種類

も多い。また，人工栽培化が可能な優良「きのこ」類も豊富に存在している。当場では数年前から県

民の要望が多い野性「きのこ」類の人工栽培化を推進するために，昭和48年から試験研究に着手し

ているもので，その概要について紹介したい。

(2) 試験の概要

昭和48年から現在に至る迄，栽培試験を実施した「きのこ」の種類は，硬質菌類2種類，軟質菌

類 5種類であり，これらの試験結果の大約は次の通りであった。

ァ．硬質菌類

マンネンクケとコフキサルノコシカケの 2種類について試験を実施した。マンネンクケについて

は，既に各地で人工栽培化が行なわれ，普及の段階に入っているが，コフキクケについては，ほと

んど試みられていない。当場では，プナとコナラの原木を使用してナメコの原木栽培と同様の方法

で実施したが，いずれも良好な発生を示し，このような方法でも栽培化が充分可能なことが明確と

なった。

イ．軟質菌類

昭和48年より，マイクケ， ヌメリスギタケ，プナハリタケ，ムキクケ，プナシメジの 5種類に

ついて，試験を継続実施している。マイクケとプナシメジについては，各地で盛んに研究され，ほ

とんど人工栽培化が可能になっている。たゞ今後残された問題は，採算性のある栽培方法を開発す

ることが課題として残されている。ヌメリスギタケとムキタケは子実体の発生はみられるが，収星

が少なく，現段階の技術では経営的にみて，栽培化は不可能と考えられる。プナハリクケは，培地

7kg当り 1,033flの発生量を示しており，栽培化が普及する可能性を充分期待できよう。

2． 森林立地の解析と立地情報のシステム化

茨城県林業試験場伊藤忠夫

適木の選定や生長量の予測だけではなく，生産目標や伐期，施業法の選択などの森林施業は森林立地

の的確なは握によってはじめて適切に達成される。そのほか水源かん養や環境保全機能の評価．あるい

は最近の病虫害の異常発生や気象災害に対する原因の究明，さらには環境アセスメント等，いずれも森

林立地を抜きにしては扱えない問題である。このため．立地情報の整備や解析，評価はきわめて重要で

ある。しかしながら多くの立地要因についての大量の情報をどのように集収，整備，解析，評価，判断

のための組立てを行うか，また獲得された情報の効率的な保存，サービスのシステムはどうあるべきか
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などはかなり複雑な問題である。

これらの問題について，関中プロック内でも岐阜県，神奈川県などは試験研究機関の協力のもとに積

極的にとり組みはじめたようである。当林業試験場でも民有林適地適木調査事業や森林立地区分調査，

地位指数調査，気象災害調査などの資料をもとに立地情報のシステム化の仕事を進めている。その概要

は森林立地VOL.XX!.No.l. 1979に「適地適木調査結果の全県とりまとめの構想」として掲載した

が，これまでの経過を申し上げると次のとおりである。

整備した情報としては，茨城県メッシュ図 (1/2地域メッシュ），市町村別メッシュコード表，土雛

図，植生図（森林生産力現況図），水系図（以上 5万分の 1縮尺）と，メッシュ単位の高度，傾斜度．

谷密度，斜面方位分図等である。そして整備中のものとしては山地気候図，地位指数図，地質図，冠雪

害，寒風害危険度区分図，崩壊分布図などである。図化できる情報はすべて図化し，データバンクは電

算化し，さらに解析評価や情報サービスのための効率的な方式いわゆる情報のシステム化をはかりたい

考えでいる。またこれらの問題は最終的には林業情報のシステム化に連なるものであり林業行政で主管

すべきものと考えるが，最適モデルの作成のために「環境情報のシステム化に関する研究」として昭和

55年度の予算に計上している。

3． 赤城南ろくのマツ林対策

群馬県林業試験場

群馬県に接する栃木，埼玉両県では数年前からマツノザイセンチュウによる被害が発生し，いつ群馬

県に侵入するか予断を許さない状況にあったので， 1977年から「マツノザイセンチュウ被害予想林分

の代替樹種造林試験」を開始し，とくに赤城南ろくのマツ林対策を急ぐことになった。しかし残念なこ

とに '78年にはついに前記両県に最も近い館林市で被害が確認され，この年に 4市4町で 52件検出

され，その後 '79年には 1市3町4村で186件検出され，赤城南ろくに関係する 6市町村のうち， 3

市町村で 22件検出され，ますますこの試験の成果が注目されるようになった。

赤城南ろくは赤城山 (1,828m)の南面に広がる標高 100m以上の台地状をなす緩斜地で占められ，

マツノマダラカミキリの生息可能な地域は標高 700頃に及ぶものと推定され， 赤城南ろくの森林面積

の58％の 5,100ヘクタールに達し，赤城南ろくでの樹種別構成からみて，アカ・クロマツが 44%占

めているので，被害予想林分は 2,30 0 ~ 2,6 0 0ヘクタールに及ぶ。 この林分の多くは戦後植栽された

4~6齢級のものが 59％もあり，一方この地域は保安林率が 71茄と非常に高い。したがって森林の

機能を損うことなく林種転換を計る必要があり，このためには被害林分といえども皆伐することは慎ま

なければならないのでマツ林内に樹下植栽を行なう，いわゆる二段林施業が最も望ましい施業と思われ

る。二段林施業での下層木となると耐陰性が要求され，またこの地域はBD, B£D型 35 %, B叫d)，

B互 (d)型29％となっているのでヒノキが適当と思われる。 したがって '77 ・'7 8年は二段林やヒ

ノキの純林の実態を調査する。赤城南ろくはヒノキ林が極めて少ないのでこの調査の前途は容易でない。

一方 '78年から既往造林の二段林で下層木のヒノキの 2年生林分の調査や別に試験地を設定して上層

木の密度別や施肥による下層ヒノキの生長を調査試験中である。
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4． 試験研究推進五ケ年計画匠ついて

千葉県林業試験場

本県の試験研究課題は，県農林部内にある農林技術会議を母体とした要望課題検討会において定めて

いる。

この母体では主題の推進構想を各研究機関で樹立し，昭和55年度を初年度とする推進五ケ年計画の

策定を進めている。

林業においても主管課及び研究室間の数回にわたる検討を行ない，おおむね次の指標のもとに研究課

題を考えている。

0 第 1視点と課題

1. 森林資源増大技術の高度化

(1) 針葉樹人工複層林施業技術の確立

(2) 有用広葉樹育成技術の開発と体系化

(3) 松くい虫被害跡地の更新技術の開発

(4) 林木育種に関する検討

2. 森林の公益的機能を維持・増進させるための技術の高度化

(1) 防災林の造成及び管理技術の確立

(2) 環境保全林の管理技術の体系化

3. 森林保護・管理技術の高度化

(1) 松くい虫の防除方法の確立

(2) 林木の病害に関する実態把握

4. 林家経営の安定と農山村における複合経営の合理化

(1) 経営条件別生産目標の樹立手法の確立

(2) 食用きのこの高度生産技術の確立

(3) 特用林産物の主産地形成手法の確立

以上 28課題

その他の委託事業等

。 土地分類基本調査

0 薬剤安全確認調査

0 松くい虫発生消長調査

。 公営種子採取事業

今後，これらの研究課題の具体的な進め方を討議し，充実した五ケ年間の実績を築きたいと考えてい

る。
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5. 研究者のおかれている立場

埼玉県林業試験場横川登代司

OPEC諸国で論議されている石油問題一-中でも原油価格はじりじり値上げされ，先進国の台所は，

まさに火の車経済的様相を帯びてきている。

エネルギー資源を外国に頼っている我国も，ご多聞にもれずこうした国際社会での荒波の影響をまと

もに受けつょあり， 「消費は美徳」といっていた概念から，省資源，省エネルギーの考えが優先する時

代に入り，森林資源が見直され，有効利用のための研究課題が打出されてきている。このため，行政サ

イドでは事業の見直しが行われ，省エネ，省資源関連問題のうち，実用技術として開発可能なものにつ

いては，研究機関での裏付け試験などの実施要請が強い。

しかしながら早急に結論の出せるものは少なく，いわゆる積重ねられた研究成果を基礎としたもので

なければ，実用性はうすいものである。また，これと期を一にして，機構統合を前提とした行政改革案

が提唱され，仕事星に逆比例した研究スタッフの整理に波及しそうな構えがうかゞわれる。さらには，

きびしい研究予算の査定も，これに追打ちをかけてきている。

第2次オイルパニックに続く研究パニックは，昨今到来したものではなく，かなり前からわれわれは

府で感じていたわけである。こうした情勢の中にあるわれわれ研究者は，この際林業の器の中だけで物

事を考えていくのではなく，農林水産業という広い分野で協調しながら，発想を展開させていかなけれ

ば，価値観が小さいものとなってしまう。

従って，今後の林業の，飛躍的な発展を期待するためには，その対応として，農業・園芸部門に従事

する人々との接触は勿論のこと，医学・電気・機械関係，食品加工・サービス関係など，できる限り別

世界での分野の人々と接触を密にして情報を集積し，林業へのヒントを得る必要があることを痛感する。

6. 光化学オキシダントによる農林作物の生育収量に及院す

影響の解析に関する研究

神奈川県林業試験場赤岩興一

本研究は大気汚染物質の中で，その毒性の強さ，二次汚染物質としての性格からくる発生の広域・複

雑性，被害様相の多様性などの点で問題のある，光化学オキシダントを対象としている。現在までのと

ころ，指標の探索や高濃度汚染による定性的な被害のとらえ方の研究は多く行われているが，低濃度汚

染による不可視的な被害を定量的にとらえる方法の研究はあまり多く行われていない。このような背景

から，オキ、ンダントによる樹木の生育収最に及ぽす影響を調べるため，オキシダントに敏惑なポプラ，

ケヤキ，スギの小形苗を用い，栽培管理条件を一定にしたポット植栽苗をオキシダント濃度の異なる地

域に配置して，配置法による生育量の比較を汚染度との関連において行っている。オキシダントに対す

る感受性は樹種による差はもちろん，同一樹種でも品種によって異なる。また，土据条件のうち，栄養

条件の差によっても異ってくる。このことから，ポプラについては強感受性の品種を用い，土堀は同一

の畑土を用いた。また，窒素と加里の施用量差が感受性に及ぽす影響も調べている。これまでの結果か

ら，汚染地域では，ポプラ，ケヤキの葉の黄化度が大きくなっており，葉が老化し，活力の低下してい

る状態を示している。また，枝は細長く，枝の数（分枝数）が多くなる傾向がみられ，全体に枝の伸長
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量は少く，樹型は乱れる傾向を示している。このことは，汚染地域では枝の頂芽優勢現象が低下してい

るのではないかと思われる。また，汚染地域では枝の長さ，太さは大きいにもかかわらず，枝の重さ（風

乾重）が少くなる傾向が多くなる傾向が多くみられることから，枝の組織細胞の比重あるいは密度が低

下しているのではないかと思われる。一方，生長最盛期における枝の切取り調査の結果，枝切取り後の再

朋芽数は，切取り前の枝の長さが長いほど多くなる傾向がうかがわれた。今後，これらの点については，

さらに検討を加え，調査を進めていく予定でいる。

7. マツノマダラカミキリ匠対するユーカリ抽出成分の忌避作用

静岡県林業試験場藤下章男

この試験のきっかけは本県の知事が，ューカリと・マツを混植したゴルフ場にマツ枯れの少ないことを

見聞して（この事実は確認されていない），検討を命じられたものであるが，確かに忌避剤の研究はほ

とんど進展していない現状にあるので，県薬科大学とともに予備試験として発足したものである。

その結果，薬科大では①ユーカリから得られた精油より 1, 8 -シネオールとクービニルアセテ

ートが単離された。②この成分は穏やかな良い香りを持ち，ューカリ独特の悪臭はしない。③精油中の

2成分は種類によって含有量が異なり精油を浸ませたろ紙の上にマツ枝をおいて比較したところ，ヒゞ

ミナリス＞グロプルス＞アカカエフォルミス＞キネリアの順序で忌避作用が認められた。④単離した成

分別に実験したところ，いずれも忌避作用を示すが，シネオールよりクーピニルアセテートの方の効果

が大きかった。などが明らかにされた。

また，林試では芳香樹8種のアセトソ抽出物をマツ枝に付着させて実験したところ，①ューカリ属の

グロプルスはかなり強い忌避作用を示すが，同属のキネリアにはあまり認められない。②ヒノキにおい

てもかなり強い忌避作用を示すが，ヒバ類，クスノキ，キョウチクトウ，ゲッケイジュにはさほど認め

られず，バニラ（エッセンス）では逆に誘引作用を示した。

以上はわずか 1年間の試験結果であるが，ューカリやヒノキにはなんらかの昆虫忌避成分が含まれる

と考えられ，すでにシネオールは蚊などの嫌避成分として知られている。しかし，忌避剤と誘引剤は紙

一重だといわれ，ューカリからの単離成分もマツ樹に含まれているものであり，含有盤の割合など大変

複雑な問題が今後に山積している。

8. 簡易炭化器具匠よる炭化試験

愛知県林業試験場 大内山道男

当林試は昭和 54年度から 3カ年計画で国補大型プロジエクト研究一国産材の多用途利用に関する総

合研究の一課題として簡易炭化器具による炭化試験を実施している。そこでこの試験の一端を紹介した

し‘o

昭和 54年度の試験目的は製炭技術の確立と製炭に要する経費計算が主な項目である。使用したカマ

は国立林試が開発した移動式の簡易ガマ（円錐形の 3段組立てステンレス製で，底面径 1.9m, 高さ

1.86m,重さ 180 kg, 容積約4mりである。製炭の材料はマックイムシ被害木のマツ丸太である。製

炭の要領はカマの設置，材料の収集，調整，炭材の詰込み作業，着火，炭焼き，消火，炭出しの順序で

ある。普通の土ガマと異なる点はカマの上部から着火を実施することとカマに 4本の吸気，工‘ノトツ孔
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を設け炭化時間が非常に短かいことである。試験の実施に際してはこれら諸作業以外に各種の調査項目

が設けられている。本年度は 12回の炭化試験を計画しており，現在迄に約半分を実施した。

カマには馴れた積りであるがまだ検討すべき事項も多い。製炭技術のなかで，着火に関する問題とし

て，現在迄，燃材を充分すぎる程使用してきたが，今後，炭材の内容とも関連し，最小の燃材はいくら

かという点を検討したい。収炭率については炭材の乾湿，大きさ等とも関連するが約13％内外であり，

炭化時問は一昼夜強かかる。

製炭の経費計算については．現在資料収集中であり，ある限られた範囲内の原価計算を算出したいと

考えている。

最後になりましたがこのできた炭の利用方法について，何とかならないかと強く思っています。

皆様のご指導をよろしくお願いしたい。

9. シラベ花粉の形成と発育ならび匠花粉の採集方法

山梨県林業試験場清藤城宏

モミ属に関する我国の育種は， トドマツに関して多くの研究がなされているが，亜高山帯に分布する

シラベについては，生態立地的な研究が主で，育種の分野の研究は少ない。本県においてはシラベの人

工林面積も約2,000ha,年間約200 ha近い造林がおこなわれており，今後の造林に対し．採種園産の

優良種苗の供給が期待されている。そこで問題解決の基礎となる生殖機構に関し，雄花とくに花粉の発

達過程を調べ，実用的な観点から雄花の採取適期，花粉の採集方法について検討を加えた。雄花は前年

の7月から 8月にかけて，上部の枝の頂芽と当年枝の間に群成する。 10月下旬の観察では，花粉母細

胞になる前の胞原細胞を形成し，仁は乎均 3個認められた。翌年8月には，丸味をおびた細胞となり，

内部をデンプン粒でおおわれた花粉母細胞を形成していた。第2分裂終期の 4分子形成は， 5月上中旬

に観察され， 4分子から分裂直後の未熟花粉の細胞分裂は平均一週間ぐらいで開始し，成熟花粉まで急

速に生長した。花粉粒形成から分裂終期までは約3週間，分裂期間は約2週間であった。花粉粒の発芽

能力獲得から飛散までは約8日，また花粉粒形成から飛散までは平均 29日であった。花粉の発芽は，

4分子から分離した直後の未熟花粉ではみられないが，前葉体形成がみとめられるのみでも 10~30 

％程度の発芽がみられ，成熟花粉でなくても発芽能力をもつことがわかった。花粉の採集方法は，早い

時期では切枝水さしによって採集する方法がよく，飛散4日前頃では，雄花だけをもぎとり，管ヒ万ンに

入れて放出させる方が採集量は多かった。雄花の採取は花粉飛散の約 1週間前でも 80笏近い発芽を示

すので．飛散前に採取できることがわかった。

10. エノキダケ優良種菌の選抜試験

新潟県林業試験場

食用きのこ類の生産は全国的に伸びつつあり，本県でも同様で，農林家の複合作目の一つとして注目

されております。これら食用きのこ類の中でエノキダケは特に伸びが大きく，、ンイタケに次ぐ生産羅に

なっています。しかし，優良種菌の安定的な確保には問題もあり，本県でのエノキダケ栽培の向上のた

め優良種菌の選抜試験を行うため，昭和53年末に，食用菌実験施設を建設し，本格的な栽培試験にと

りくんでいます。その試験の概要をご紹介します。
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選抜の方法は，自然に分布する野生エノキダケの中から，人口栽培に合った優良種菌を選抜しようと

するものです。採取したエノキダケは分離培養を繰返しながら純粋のエノキダケ菌をつくります。栽培

方法は空調施設を利用したビン栽培に準じた条件下で栽培比較を行い，発生量，有効茎数，茎長，傘の

大きさ，着色の程度などの形質調査した結果から優良系統菌を第一次選抜し，さらに現地適応試験の第

二次選抜を行い，優良種菌を選抜する計画です。

工ノキダケ野生種の採取状況は，昭和 52年度に 12系統，同 58年度に 14系統， 同 54年度に 9

系統になっています。できるだけ多く現地採取する計画です。

現在，昭和 52年度に採集した菌を用いて各系統の栽培比較を繰返してきた結果，やや着色しやすい

系統が多くみられますが，なかには 2~3系統が比較的形質良好なものが選抜される見込みです。有望

視されるこれらの種菌は次年度から一般栽培者に委託し現地適応試験を行う計画で検討を進めておりま

す。今後も，引続き多くの野生種を使い同様の栽培比較，現地適応を行い，昭和 46年度には 1~2系

統の優良種菌を確保し，一般栽培者に県産の優良種菌として供給して栽培に向けたいと考えています。

1 1. 二段林の下層木の生長と地力培養効果

岐阜県林業センクー 竹下純一郎

複層林についての調査研究が進み，最近，試験成果がいろいろと報告されている。

岐阜県明方村，石原山林内に昭和 80年5月に設定し，現在まで 25年経過した当林業センクーの二

段林施業試験林があるが，昭和 52~ 58年度に下層木の生長経過及び複層林の地力培養効果について

．の調査を行なった。

この試験林は，広葉樹林内にスギを山地直ざしし，その直後に上層木を伐採除去した A試験区及び山

地直ざし後，現在まで広葉樹林を放置した広葉樹ースギニ段林の C試験区などの林分が配置されている。

下層木の生長経過は， A試験区は 22年生の時点で，平均樹高 9.5加，平均胸高直径 11.5cm, 林分

材稼167m'lha,樹高生長は年乎均45虚ずつあったが，これに対して， C試験区は平均樹高4.5m,

平均胸高直径 5.1cm,林分材積16mンlha， 樹高生長は年平均 20頃ずつで生長ペースも均ーである。

このような生長経過は年輪巾のようすにも現われている。

二段林分C試験区の標準木の年輪巾は， 2～ 8mmと目づまりもよく，年輪が揃っているが， A試験区

では 2~ 6 mmと変動巾が大きく，あらく不揃いである。

これらの取扱いが異なる A試験区， C試験区において， 24年経過した時点での土製の理化学的性質

の差異について分析検討した。

化学的性質では，表層で差異が認められ， C区土製がN及びC量が多かった。

理学的性質でも下層よりも表層での差異がはっきりみられ， C区土埋は容積重が小さく，孔隙量が大

きく，土堀が軽く堆積していることが示されている。

土製の三相組成でも C区土製は固相が少なく気相が多く，また透水性においても， C区土製がはるか

に良好であった。
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12. プァイオマス エネルギー見直しの機運

岐阜県寒冷地林業試験場

本年度から新たに発足することとなった大型プロ「低位加工燃材によるエネルギー利用試験」に供用

する家庭用温水ボイラーの試作品がこのほど完成し，担当者は，その試運転に忙殺されている。検討内

容が誠に異色なものだけに戸迷うことも多く，新しいレパートリーの開発という試練を経験している。

過般，米国の木質エネルギー利用の現状視察を終えて帰朝したばかりの岸本定吉氏を当場に招き，外

国における最新の情報に接する機会を与えられ，森林エネルギー活用の重要性を再認識したものである。

我が国で年問に利用される木材は，おおよそ 1億m'といわれている。そのうちの 10％に相当する 1

千万m％ま，最終廃材として家畜敷料や土漿改良剤として利用されているものの，多くは処分に窮して焼

却されているのが実情である。今後は，それらを燃料として有効に活用することが課題でもある。

米国では，木材工業団地には，残廃材を利用する工場が併設され，農産物の廃物とともに破砕加工さ

れ，プリックス，ウデックスの名称で商品化されて家庭用暖房にまで利用されているという。これが工
いわん

ネルギー自給率 81茄の米国の現状である。況や自給率 12oJoと欧米先進諸国に比較して格段と貧弱な

我が国では，もっと真剣に取り組まなければならない時期にきている。

話は，木質燃料の温水ボイラーに戻るが，残念ながら現段階では， 1リックー 60円の石油に立ち打

ちできるまでには，至っていないが，毎月高値を更新してゆくほど，石油需給が悪化している現状では，

見直される日もそう遠くはあるまい。
プアイオマス
Biomas. energy．それは，太陽エネルギーを有効に利用する再生産の可能なエネルギーとして今後，

大いに注目されることとなろう。

13. アンレス添加アスファルト乳剤の野ウサギ食害防止効果

長野県林業指導所小島耕一郎

アンレスの名で市販されている忌避剤は 10倍の水を加えて溶かして使用されている。しかし，溶媒

が水であるため，固着持続期間に問題が生じ，食害防止効果は施用後 3~4か月で急激に低下すること

が認められている。

野ウサギの造林木に対する食害は，一般的にいって降雪前から融雪後までの 5~6か月の期間におよ

んでいるから，忌避剤の効果はこの被害発生期間にわたって持続することが望まれるわけである。そこ

で固着効果を持続させ，忌避剤としてもちあわせている本来の効果を高めるために，すでに忌避剤とし

て使用されているアスファルト乳剤のすぐれた固着性に着目し，これにアンレスを添加した混合剤を調

製して野ウサギに対する食害防止効果を検討したところ優れた防止効果が得られた。

実験例 1. ヒノキ当年植栽木に対して，アスファルト乳剤 5倍液 10,tにアンレス 50 0 9添加・鴫．．．．．．．

アスファルト乳剤2倍液と比較して効果が高い。

実験例2. スギ当年植栽木に対して，アスファルト乳剤2倍液 5,tにアンレス 5009添加・・・……効果

は高いが，両薬剤の経済的猥度の効果の検討が残されている。

実験例 3. アカマツ当年植栽木に対して，上述のヒノキと同等の混合液を散布した………主軸に形成
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された冬芽の食害が目立つので，濃度の検討が必要。

なお，混合剤に用いるアスファルト乳剤は種類により親和性が異なるので注意することが肝要である

（上述の実験例ではトップシールを用いた）。

トップシール．．．．．．．．．

ペネコート E……・・・｝親和性が高い。

カチオゾール……… 親和性劣る。

14. 情報誌「木材と技術」の編集

富山県木材試験場長谷川 智

木材試験場の研究報告雑誌「木材と技術」（季報）の編集の仕事を命じられ，約8年たった。 「木材

と技術」誌自身は創刊以来約 10年になる。内容は研究報告2~8編，技術解説2編，技術情報 8編が

一応基本となっている。

さて，編集委員の一員として，やはり読者の反応が気にかかる。低資本の県下製材業を主体とする業

界読者にとっては難解にすぎるのではないか。また，大学，各試験研究所の研究に携わる読者にとって

は質的に物足りないのではないか。富山県の公設試験機関の情報誌として県下業界の技術振典に寄与し

なければならないことはいうまでもないが，執筆者つまり研究員にとって，仕事への意欲が各々専門分

野の先端技術に向かうのは極く必然なこともあり，ここに生じるギャップは一編集員が悩んでも仕様の

ない大きい問題であろうし，多少とも他の公設試験機関でも共通する問題と思われる。研究報告は一つ

の論文であり，論文にはある程度，定まった形式により結論に至るわけで，県下業界読者が理解できる

様に妙に文章を推敲することは，木に竹をつぐょうな文にならざるを得ない。そこで県下業界の今日的

な技術の振興のために技術解説，技術情報コーナーで，その主な役割を果すことになっているが，ギャ

ップをうめるためにも技術解説，技術情報コーナーをより充実した内容にしたいと思う。

なお，昭和 54年 10月号より技術普及誌と研究報告誌の 2本立てとなりました。両誌が皆様の仕事

に役立てられれば幸いです。

15. スギ採種園匠おける種子生産匠ついて

富山県林業試験場

本県のスギ採種園では，昭和 50年から種子生産が開始されたが，これまでに得られた調査資料をも

とに，年次別，クローソ別の違いを検討したので結果の大要を紹介する。

1. HA当り種子生産量は，毎年増加傾向を示し，約 10Okg/haの精選種子が得られており，採種園設

定後約8年ころから一定最の種子生産が可能であると考えられる。

2. クローン別の種子生産量は，系統間に著しい有意差が認められ，毎年生産蓋の多いクローンと少な

いクローソが決まっており，生産される種子は特定クローンに片寄る結果となった。この傾向は，毎

年認められることから，種子生産量の多少は，クローン特性と考えられる。

8． 発芽率は，年次・クローンともに著しく有意で，発芽率の低い年次には， 10％以下となり，極端
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な場合には 0％となるクローンも存在し，年次によってはあるクローソの苗木が全く生産されない場

合もある。

4. 苗木生産量を， 1本当り生産種子重量 (t;j)X 1 t;j当り種子数（個） X発芽率（物）で推定したところ

種子生産巌の多い数クローソで，苗木生産量の約半数を占める結果となった。

5. 採種園産種子と母樹林産種子とを 1,000粒重発芽率について比較したところ， 1,000粒重につい

ては，採種園産種子がやや小粒であるが，発芽率は同程度かそれ以上の結果を示している。

前述のように，採種園の種子園の種子生産量も増加し，現在では県内需要量をほぽ満たすまでとなっ

た。しかしながら，問題点としていくつかのことが考えられるので簡単に述べてみたいと思います。

1. クローンの種子生産星の片寄りと発芽率の変動によって，特定のクローン（母系）の苗木が多く生

産され，交配がランダムに行なわれているものと仮定しても，種子または苗木の生産が考えていたほ

ど均ーな割合にはなっていないこと。

2. 花粉の飛散時期がクローンによってかなり異なり，早く飛散するクローンと遅く飛散するクローン

とでは約1カ月の差が認められ，開花時期の前に飛散を終えてしまうクローン，開花時期を過ぎてか

ら飛散を始めるクローンが観察される。このことは，開花時期と飛散時期にずれがあり，特定クロー

ンの花粉によって受精が行なわれている可能性が考えられること。

3. 最近では，球果の害虫の発生はそれほど多くないが，採種木を枯らす，スギカミキリの被害が多く

なってきている。被害は 52年から発生するようになり， 54年には約70本の採種木を伐倒した。

被害の特徴として， 1~2年で枯死に至り，いまのところすべてのクローンに被害が認められる。被

害率等，詳細な調査はまだ行っていないが，相当の被害があると思われる。そのため，スギカミキリ

の防除法，あるいは抵抗性個体の選抜等を考えていかねばならない。

このほか，管理上・技術上の問題点及び採種園産種子の育苗過程での問題もいろいろありますので，

またの機会に紹介したいと思います。
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専門部会

1. 環境保全部会

昭和54年10月24~25日

東京都港区麻布グリーン会館

l. 日時

2. 場 所

3. 出席者 林野庁，国立林試，栃木，群馬，茨城，山梨，愛知，神奈川，千莱，富山，埼玉，静岡，

福島，長野，東京各県林試 (29名）

4. 協議概要

(1) あいさつ

部会長（東京都農試分場長），東京都林務課長，林野庁鈴鹿企画官，国立林試岩川室長

(2) 協議

ア．樹勢衰退調査について（栃木県）

イ．在来植物緑化工用種の適正調査について（福島県）

ウ．寒冷地の緑化について（長野県）

工．冬期の法面保護について（長野県）

オ．法面緑化について（東京都）

カ．東京港埋立地の緑化について（東京都）

上記の各県提案事項について，それぞれ活発に討議された。

(3) 幹事県の選出

昭和 55年度幹事県は下記のとおり決定した。

関東一区；東京都 信越区；新潟県

関東二区；千葉県 東海区；愛知県

関東三区；栃木県

5. 現地 視察

(1) 大井苗圃，大井湾岸道路際緑道公園，新夢の島公園予定地の視察。

(2) 東京湾および葛西人工ナギサ，新木場団地の見学。

2. 造 林部会

1. 日時

2. 場所

3． 出席者

4． 協 議

昭和 54年9月18~19日

茨城県那珂郡那珂町戸 茨城県林業試験場

林野庁（林造林企画官），国立林業試験場（河田土壌部長，浅川造林科長），福島，栃

木，群馬，埼玉，千葉，東京，神奈川，新潟，富山，山梨，長野，岐阜，静岡．愛知，

茨城(39名）

造林部会は昭和 58年度より立地部門が組み入れられたので，今回は立地分野を重点的にとりあげ
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協議した。

協議事項は次の 14課題であった。

(1) 二次林の体質改善による優良材生産について（福島）

(2) 広葉樹の造林区分について（岐阜）

(3) 広葉樹（二次林）施業の実態，問題点および研究のとりくみについて（新潟）

(4) 林地除草剤試験の実施について（栃木）

(5) 里山地帯の二次林の施業について（埼玉）

(6) 苗木に対する重金属の過重施用と赤枯病症状の多発について（埼玉）

(7) 下水汚泥の土壌還元について（神奈川）

(8) 木質系廃材堆肥の腐熟度と施用効果について（静岡）

(9) 壮令林肥培と立地について（埼玉）

閥 良質材生産の保育技術について特に立地条件と保育方法との関係（長野）

⑪ 適地適木調査事業結果を中心とした各県森林立地のとりまとめ状況（岐阜セ）

(l2) アカマツ林の枯損とその立地解析について（埼玉）

(13) マツ枯損と環境解析について（茨城）

(14) 環境情報のシステム化について（茨城）

5. 林野庁•国立林試への提案と要望事項

(1) 広莱樹の大プロに立地部門を入れてほしい。また優良個体選抜基準を作成してほしい。

(2) バーク堆肥の熟度判定基準を作ってほしい。（静岡）
（茨城・新潟）

(3) 立地別の肥培方法試験（長野）

(4) 環境情報のシステム化を最適モデルの開発研究。（茨城）

6. 見学

(1) 県民の森（サンプスギ枝打，肥培試験地，鳥獣センター）

(2) 日立電線木工K.K.東海分工場（バーク堆肥，オガライト製造）

8．育種部 会

昭和54年9月27日～ 28日

栃木県林業センクー

1. 日 時

2. 場 所

3. 出席者 国立林試，福島，茨城，群馬，埼玉，千葉，東京，神奈川，新潟，富山，山梨，長野，

岐阜，静岡，愛知，栃木 (27名）

4. 協議事項

(1) 着花不良クローンについて（群馬）

(2) スギ採種園のスギカミキリの防除について（富山）

(3) 採種園用精英樹クローンの選択について（静岡）

(4) 緑化木について （新潟）

(5) 有望緑化樹の市場進出への対応について（静岡）
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(6) カヤ属種子に関する文献について（愛知）

(7) スギ，ヒノキ精英樹実生系統苗の造林試験の状況について（埼玉）

(8) クローネ幅の狭いヒノキの分布について（岐阜林セ）

(9) 抵抗性育種における早期検定法の確立について（岐阜寒）

00) 林木育種研究用機械器具整備に対する国庫助成措置について（福島）

(10 研究テーマについて

(12J 討議方法について

(13) その他

闘幹事県の選出

5. 現地視察

（神奈川）

（新潟）

(1) 日光街道特別天然記念物日光並木杉

(2) 日光田代原学術参考林カラマツ天然林

(3) 日光東照宮境内林

4. 森林保 護部会

昭和54年 9月6日～ 7日1．日時

2. 場 所

3． 出席者

愛知県蒲郡市三谷町職員蒲郡保養所あゆち荘

林野庁，国立林試，東京，神奈川，山梨，千葉，埼玉，茨城，福島，群馬，栃木，長野，

新潟，富山，静岡，岐阜（寒冷地）．愛知各県林試(31人）

4. 協議概要

(1) あいさつ

部会長（愛知県林試場長），林野庁御橋企画官，国立林試小田部長

(2) 協 議

本年度も中心的な協議課題は松くい虫（マツノザイセンチュウ及びマツノマダラカミキリ）に関

するものであった。特に静岡，新潟県より主に防除時期，方法等についての提案があり，活発な議

論がくり広げられた。国立林試からはトキシンの発見によってこの問題が新たな段階に入ったとの

報告を賜わった。

スギ．ヒノキの穿孔性害虫に関する提案は富山，茨城，千葉，静岡の 4県より出され，愛知県よ

りスギノアカネトラカミキリの被害実態調査結果の報告もなされるなど，松くい虫後の重要問題と

いう認識のもとに協議がなされた。

その他の病害虫としてはスギカサガの実態（静岡県），マッパノタマバ工被害の対応について

（栃木県）の提案があり協議された。

その他として，東京都より今後の部会の持ち方等についての提案があり協議されたo

(3) 幹事県の選出

関東 1区；山梨県

関東2区；千葉県

関東 3区；福島県

信越地区；富山県
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5. 現地視察

愛知県緑化センター内の緑化木の病虫害の視察と豊橋市二川町にある愛知県林試の松くい虫試験地

を視察した。

5. 特 産部会

時

所

席

日

場

出

L

2

&

 

昭和 54年9月12日～ 13日

岐阜県益田郡下呂町老人福祉センター

国立林試，福島，茨城，群馬，栃木，埼玉，千葉，東京，神奈川，山梨，静岡，愛知，

新潟，長野，富山，岐阜各県林試，岐阜県庁 (32名）

4. 協議概要

(1) あいさつ

部会長（岐阜県寒冷地林業試験場長），国立林試青島樹病科長

(2) 協議

① 特用林産物試験研究の現状と最近のキノコ栽培上の問題点について（青島樹病科長）

② 各県提案事項

ア．食用きのこ（とくにシイタケ）栽培における省エネルギー対策について（茨城県）

ィ．山菜類の栽培技術について（栃木県）

ウ．大型プロ（食用きのこ）の中問報告について（富山県）

工．ナメコ栽培上におけるキノコバ工の防除について（福島県）

オ．ナメコの 1~3月出しの有効な方法について（福島県）

カ．オガ屑利用きのこ栽培における完熟培地の簡易な鑑別方法について（福島県）

キ．最近のきのこ栽培上の問題点（シイタヶ種菌名の統一） （岐阜林セ）

ク．キノコ産業における特許について（愛知県）

ケ． ヒラクケの施設栽培上の問題点について（新潟県）

コ．大型プロジエクト研究担当者会議について（長野県）

サ．生シイクケ出荷に伴う採取時期について（岐阜寒）

シ．キノコ栽培上の用語統ーについて（千葉県）

上記事項について情報交換と協議を行った。

③ 昭和 55年度幹事県の選出について下記のとおり決定した。

関東 1区；山梨県 関東 8区；栃木県 東海地区；岐阜（林セ）

関東2区；茨城県 信越地区；新潟県

5. 現地研修

益田郡萩原町のシイクケ栽培及び益田郡小坂町のナメコ空調栽培を見学した。
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6. 経営専 門部会

昭和54年 10月11~12日

山梨県甲府市（紫玉苑）

1. 日時

2. 場 所

3. 出席者 国立林試，福島，茨城，栃木，埼玉，千葉，東京，長野，静岡，愛知，山梨，各県林試

(2 5名）

4. 協議概要

(1) あいさつ

部会長（山梨県林業試験場長），山梨県林務部長，国立林試中村経営室長

(2) 協 議

① 経営研究に関する発展と討議

ア．しいたけ原木林経営に関する調査研究（福島県）

ィ．森林組合協業に関する調査研究 （静岡県）

ウ．愛知県における林家の経営実態と問題点（愛知県）

② 林野庁に対する経営関係のメニュー課題の要望

ア．複合経営の類型化と経営構造の合理化に関する研究（長野県）

イ．メニュー課題の討議（東京都）

ウ．各種統計資料の整理と検討（東京都）

ェ．林業生産活動の予測と国産材の流通システム合理化に関する調査の実施について（茨城県）

③ 各都県の経営研究の現状について

④その他

⑤ 幹事県の選出

幹事県は推せんにより下記の通り決定した。

福島県，東京都，静岡県

5. 現 地検 討会

北巨摩郡白牧町（鳥原）しいたけ栽培施設並びに八ツ岳横断道路附近の県有林カラマツ人工造林経

営実態について見学した。

7. 機械・加工部会

1. 日時 昭和54年8月80日～ 31日

2. 場所 富山県木材試験場

3. 出席者 岐阜，新潟，埼玉，福島，静岡，長野，愛知，山梨，富山計 14名

4．協議事項

I.機械加工研究業務の推進に必要な問題点について

(1) 木材加工利用におけるエネルギー問題に関する地方試験機関のとりくみかたについて

(2) 地方に即応したテーマの採択について
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(3) 試験機器整備について国庫補助の拡充強化について。

(4) 研究員の資質向上をはかるため，国内外の研修費用の助成制度について。

(5) プロックごとの共同研究体制の推進とこれに対する助成について。

II.会員の啓蒙，研鑽に関する事項

(1) 木材加工SP不在の県については当該研究員を加工SP研修に制度としての参加について。

(2) 加工SPとの協議について。

m．共同研究の推進について

マツノザイセンチュウ被害木の利用開発について。

IV.資料・情報の交換連絡について

木材強度に対する各県の対応について。

V.その他

機械，加工部会の運営について。

5. 現地研修

I.井波町木工芸視察

井波町木彫会館，瑞泉寺を対象とし富山県エ試井波分室，我妻主任研究員より井波木彫に関する

詳細な説明があって古来より現在に至る伝統工芸の実態に触れた。

II.十条建材株式会社

工場長より現況説明を受けたのち工場を視察し，導成材製造工場としては極めて合理的にレイア

ウトされた設備，品質管理状況，その他についての知見を得た。

6. 国への要望事項

協議結果から，国に対する要望事項を次のように総括する。

I.研究課題関連

木材のエネルギー利用法開発にあり，取りくみかたについての指針を示されたい。

II.施設整備関連

試験研究に必要な施設設備の充足をはかるため現行の機器整備事業の適用枠の拡大，強化をはか

られたい。

m．研修関連

(1) 研究員の資質向上をはかり研究効率の向上と充実をはかるため現行研修制度の拡充強化をはか

られたい。

(2) 試験機関に対する国内外の研修助成制度の創設整備をはかられたい。
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試験研究機関の実態調査匠ついて

富山県林業試験場

会員各機関の組織，業務，運営などについては，それぞれの都県の方針その他の事情により極めて多

様なものがあると思います。

本年度の総会の機会に各機関にお手数を煩し，このことについて若干調査させていただきました。し

かしながら取りまとめてみると，意外に各機関の実態が複雑なものがあり，認識不足のため，また，と

り急いで設問をつくったため，回答に困惑されたものもあったようで，目的も十分果し得なかったこと

をお許し願います。

調査の取りまとめ結果は総会資料に添付いたしましたが，当日時間もなく簡略な説明にとどめました

ので，本誌上を借り補足と主要資料を再録をいたしました。

1. 組織 及 び 職 員構成

このことについては昭和 52年全林試協発刊の研究員名薄及び農林水産技術会議事務局発行の試験

研究要覧 (197 8年版）により概ね知ることができます。 しかし，最も新しいものとしてまとめた

結果は次表及び表ー 1のとおりであります。

組織人員については兼務職員，臨時職員，附属機関などの取り扱い方を明確に規定しなかったのは

失敗でありました。また，表ー 1の部門別研究員調では，部門の区分，研究員の定義を明確にする必

要がありました。このため技術者，作業員などの取り扱い，場長，次長，兼務職員，普及職員などの

所属部門に統ーを欠いたようであります。なお，研究員の部門は，自身の専門分野か，担当業務の部

門か，また，かけもち部門の表し方などもあらかじめ決めておくべきであります。

このように不手際づくめの設問でありましたが表ー 1において要覧による研究員数と表ー 8による

担当者数を並記し，また総職員数も要覧と比較してみました。

組織及び職員数（場所長略）

福島＿副場長（1)'事務部(6)，企画情報室（兼 8)．経営部(8)，育林部UO)，林産部(8) 計 84名

茨城一庶務部(5)，育種部U2l，造林経営部(5)，林産保護部(3) 計26名

栃木一補佐（兼 2)， 庶務課(5)，経営部(5)，造林部(7)，研修部(3) 計 21名

群馬一庶務課(5)，主任研究員（3)'キノコ研究室(5)，造林課(5)，環境課(4)，附置機関(5) 計28名

林業研修所(2)，林木育種場(4)

埼玉一次長(1)，庶務課(4)，造林保詭部(8)，育種部(8) 計22名

千葉一主任研究員(1)，庶務課(5)，育林研究室(5)，経営研究室(4)，環境緑化研究室(7)，特用林産研究

室(2)，宮分場（1) 計 26名

東京一ー管理係(3)，森林経営研究室(2)，森林環境保全研究室(4)，野生鳥獣研究室(5) 計 15名

神奈川一ー管理課(4)，普及指禅課(5)，研究科⑪ 計 21名

新潟ー総務課(7)，経営課(6)，造林課(6)，指適課(3) 計 23名

富山（林）＿主任専門技術員(1)，庶務課(5)，造林課(6)，経営課(5) 計 18名

富山'(木）一1熙務課(4)，材料試験課(5)，木質改良試験課(5)，化学利用試験課(5) 計 20名

山梨一｛次長(1)．庶務係(5)．林業経営部門(5)．育林部門(4)，木材利用部門(5)，富士分場（育林部門）
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(8) 計 29名

長野一1熙務部(5)．教育指導部(5)，造林部(4)，経営部(4)，林産部(4) 計 28名

岐阜（セ）一副場長(1)，総務課(7)，育林研究部(1) （造林科(3)，病害虫科(2)，防災科(l)J 林産研究

部(1) （製材機械科(2)，木材加工科{3)，特用林産科(2)J 普及部(1)（普及科（1)' 研修科{l)J 

育種事業部l)（育種科(3)J 計 31名

岐阜（寒）―-総務課(2)，試験研究部(1)，育林科(2)，経営特産科(2)，普及科(2) 計 10名

静岡一技監(1)，総務課(5)，研究スタッフ Q3)，研究補助スタッフ (3) 計 28名

愛知ー管理課(4)，造林課仰），経営利用課仰） 計 28名

（附置機関，林業研修所長（兼1)，企画専門員(1)，所員 (2兼2)

2. 最近 5ケ年間の試験研究予算調

これは前記要覧にも記載されておりますが，各機関それぞれ多様なものがあるようで，ここでは課

題交換資料（表ー 8)のもの程度に考えておりました。しかし，多くの機関で異ったものもあります

が，各機関の業務の活動と関係あるものとして表ー 2にまとめました。なお，このような調査では施

設費，備品費などは区分し，調査様式を工夫する必要があります。

3. 試験研究機関で実施している行政関連事業

福島一国土調査事業，大規模林業圏開発事業，林構事業，普及指導事業，緑化樹原種園造成事業，

種苗生産対策事業，採種園採穂園管理事業，公営種子採取事業，林業労働安全衛生対策事業，

木材産業育成強化対策事業，特用林産振興対策事業，森林病害虫防除事業，適地適木調査事業，

特殊土撰裸地緑化試験事業，治山調査事業

茨城一採種園，採穂園管理事業，マツノザイセンチュウ抵抗性選抜育種事業，採種園種子選定対策

事業，採種園整枝剪定事業，松くい虫発生予察事業，しいたけ原木精英樹選抜事業，民有林適

地適木調査事業，採種園体質改善事業，次代検定林調査事業

栃木一林木育種事業，緑化木（県木）養成事業， 松くい虫防除事業における薬剤空中散布の影響調

査

群馬ー研修所運営管理事業，育種事業

埼玉ー育種事業

千葉一土地分類基本調査事業，薬剤安全確認調査事業，自然環境保全基礎調査事業，松くい虫発生

消長調査事業，航空機による松の材線虫病特別防除試験事業，公営種子採取事業

東京ー野生鳥獣増殖事業，優良種苗確保事業

神奈川一林木育種事業

新潟ー機能別モデル林施業調査事業，適地適木調査事業（分担調査），国有林等活用農地開発調査

土地分類基本調査事業

富山（林）＿樹苗養成事業，林木育種事業，試験林保育管理事業，樹木園管理事業，山菜育苗事業，

土地分類基本調査事業，治山林道事業のコソクリート品質試験事業

富山（木）一→巡回技術指導，技術成果の普及講習研修会

山梨＿林木育種事業，林産技術指禅事業

長野＿育種事業，特殊緑化木養成事業，種子発芽鑑定事業，後継者養成事業，林業技術者並びに林
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業機械化指導事業

岐阜（セ）ークローン養成事業，採穂園事業，採種園事業，原種苗養成事業，県の木養成事業，次代

検定事業，実験林管理事業

岐阜（寒）ーなし

静岡ーなし

愛知ー林業用種子発芽検定事業，土地分類基本調査事業

4． 主要機器及び施設（購入価格約 100万円以上）

福島一-ガス測定機，ガスクロマトグラフ，冷凍顕微鏡，原子吸光分光光度計．生物環境調整装置，

木材万能試験機，フィンガージョインクー，恒温恒湿装置， トラクター，きのこ増殖施設，温室，

ミスト車

茨城一→冷凍機，原子吸光分光光度計，燃焼法硫黄迅速分析機，バロネス草刈機，土壌水分野外連続

測定機．移動観測用総合記録装置，ガスクロマトグラフ

栃木一三集材機(2)，恒温恒湿槽，生物環境調節装置，自走式刈払機，原子吸光光度計，総合気象観測

装置，位相差装置付顕微鏡

群馬ー総合気象観測装置，原子吸光分光光度計，ガスクロマトグラフ，ソフテックス超軟X線，ナ

メコ菌床栽培設備，やまどりふ卵室，傷害鳥保護施設

埼玉―—きのこ栽培実験施設，発根促進施設（ミスト），昆虫餌育室，赤外線分析計，昆虫餌育用恒

温恒湿装置，低温恒温器，高圧滅菌器

千葉一燃焼法硫黄迅速分析機．恒温恒湿装置 （きのこ発生試験）

東京一原子吸光光度計

神奈川ースーパースコープ，生物環境調節装置（コイトトロン），硫黄分析装置（レコー）

新潟ー集材機一式，生態監視用赤外線VTR装置，植物同化作用測定装置，ダプルビーム分光光度

計，ワイヤーロープ引張試験機，殺菌釜，食用菌実験棟 (138rrf)

富山（林）一超軟X線発生装置，硫黄分析機，クリーンベンチ，原子吸光炎光分光光度計，ミクロフ

ォトメークー（猥度計），自動面積計，集材装置ー式，コンクリート圧縮試験機，非破壊試験

機

富山（木）一示差走査熱巌天秤，ウエーザーメーター，自動送材車付帯鋸盤，厚むきスライサー，パ

ネル用ホットプレス，試験用ホットプレス，小型高圧プレス，繊維精砕機，恒湿恒湿試験機，

フレーカー．乾燥実験装置，ベニヤロータリーレース，ベニヤナイフレーダー．研削盤，加圧

注入機．木材万能試験機，実物大強度試験機．燃焼性試験装置，塗装機，分光光度計，赤外分

光光度計，ガスクロマトグラフ，木材切削試験機，低荷重万能試験機，破砕機，試験用 2本ロ

ールミル，接着耐久性試験機，クリープ試験機，分光老化試験機，ハンマーミル，環境試験器，

構造体試験機

山梨ーコールドプレス．万能材料試験機，フインガージョイソター，三軸圧縮試験装置．材料試験

用油圧プレス．木材含浸装置．超軟X線発生装置

長野一木材乾燥施設，軽便自動送材車帯鋸盤，自動ローラー式帯鋸盤，木材湿度試験機，卓上電子

計算機， ミスト施設， トラクター，ガラス室，ナメコ周年栽培施設，高圧殺菌釜
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岐阜（セ）ー自動送材車帯鋸機，テープル式帯鋸，フインガージョインター， IF型乾燥室及び附属

機，強度試験機，鋸目立施設，原子吸光光度計，万能顕微鏡，恒温恒湿槽，コイトトロン，ソ

フテックス，万能投影器

岐阜（寒）ーキノコ栽培棟

静岡―-CNコーダー，原子吸光分光光度計，恒温恒湿槽，、ンイタケ栽培施設，大型水耕施設

愛知ー半自動硫黄測定装置，原子吸光分光光度計，炭素窒素自動分析装置， 5分割恒温機， X線装

置，分光光度計，気象観測装置

5. 新規課題の決定方法

6. 試験研究成果の発表方法

7. 研究発表会等の実施状況

8. 研究成果の評価制度の有無

9. 図書，文献等の整理方法

各項目の回答は総会資料にまとめておきましたので再録を省略します。

ただし，この中には設問方法が適当でなかったため，原則的或は建前論的な回答よりできないも

のもあり，また，機関の対外的な面目にかかわることもあるので，実例をもって具体的に回答でき

るような設問でなければ実態をとらえることができないと思います。ただし，調査が必要以上細か

くなることの可否についてはまた，別の問題としてのことである。

10. 試験研究部門別課題数及び研究費調

表ー 8は昭和 54年度の試験研究課題交換資料により作成したものである。

部門別区分は特定困難なもの（環境緑化と保全）もあったが適宜区分した。課題は委託のものも

含め，研究費は都県により旅費，その他共通費の一部を含まないものもあったがそのまま掲上した。

また，その他の課題は，組織的調査活動（茨城，栃木，岐阜（セ），新潟2'山梨 2)有機性廃棄

物の利用（神奈川）地中熱の交換技術（神奈川）下水汚泥の林業利用（埼玉）除草剤の委託研究

（栃木）である。末尾の担当者数は，各課題の担当主務者の合計である。
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表ー 1 部門別研究職員数

研 究 職 員 普及研修総人員

区分 造 育 環 防 緑 害 特 保 経 機 林 要 表 本 要 本 要
計 I 調 調

林 種 境 災 化 獣 産 護 営 械 産 覧 3 査 覧 査 覧

し—へr-」

福 島 2 2 2 5 8 5 19 21 17 4 2 34 43 

茨 城 4, 5 1 1 2 1 14 15 14 26 28 

栃 木 8 3 1 8 1 1 12 11 10 3 4 21 34 

群 馬 4， 4 4 4 16 11 12 2 28 23 

埼 玉 8 2 1 2 1 ， 7 10 2 22 21 

千葉 2 1 4 1 2 1 11 11 10 26 26 
'v’  1 

東 京 3 1 1 1 7 - 10 15 

神奈川 4 1 1 2 8 8 8 8 6 21 17 

新 潟 4 1 1 1 1 1 11 11 11 8 3 23 28 

富山（林） 5 2 1 1 2 11 11 11 1 1 18 18 

”（木） 16 16 16 15 1 20 23 

山梨 12 5 5 22 12 14 8 29 34、

長 野 5 4 4、13 9 11 8 23 30 

岐阜（セ） 4 4 1 2 2 6 19 14 14 8 10 8 1 84 

II~) 2 2 2 1 5 6 6 2 1 10 11 

静 岡 3 2 1 2 8 13 13 12 1 2 3 2 3 

愛 知 13 10 23 10 13 28 26 
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表ー 2 最近 5ケ年間の試験研究費予算調

機 関 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 

福 島 16,145 19,373 21,916 30,950 34,709 

茨 城 1 4,8 2 8 21,091 1 1.3 3 8 1 4,4 1 7 16,968 

栃 木 10,670 11,830 12,250 13,820 14,500 

群 馬 2 0.9 5 8 24,669 3 8,2 6 8 4 8,5 5 4 4 1,4 8 8 

埼 玉 1 4,,0 3 6 18,226 20,814 2 4,7 4, 5 29,549 

千 葉 18,213 15,583 21,082 23,971 16,975 

東 尽． 9,563 9,307 9,337 8,925 1 0,1 1 1 

神 奈川 3,390 3,610 4,340 4,000 5,000 

新 潟 1 1,943 11,105 11,768 12,727 1 6,0 9 2 

富山（林） 12,212 9,016 9,282 10,257 10,102 

富山（木） 2 2,2 6 9 12,566 14,593 16,684 18,919 

山 梨 15,668 14,350 20,740 15,740 1 2,6 8 1 

長 野 15,078 17,062 1 9,441 19,081 24,709 

岐阜（セ） 6,220 6,067 7, 7 1 9 10,347 1 1,5 5 3 

岐阜侮9 4,884 3,688 4,321 4,025 5,089 

静 岡 8 1,8 0 1 3 0,9 5 2 36,241 3 9,5 1 3 29,591 

愛 知 7,384 7,660 7,510 10,240 1 2,1 5 6 

国庫予算 7 4,1 1 0 67,136 7 8,945 138,699 1 6 2, 9 7 3 
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表ー 8 部 門 別 試 験 研 究 課 題 数 及 び研究費調

都県名 つ目 種 育 苗 ＝目＝ 林 保 護 林 産 特 産 経 営

福 島 3 570 4 1610 8 878 8 3,550 5 2,393 8 4;5 50 5 3~57 

茨 城 6 987 5 2080 7 2,988 5 2090 7 1890 2 650 

栃 木 1 251 4 lf) 12 4 2;435 1 1,700 4, 2J43 2 655 

群 馬 2 1,761 6 3;365 7 4322 7 2860 

埼 玉 5 1,799 4 l?,63 4 2l44 6 l,125 2 1ioo 5 2864 1 500 

千 葉 1 110 7 2,760 5 950 6 31)40 1 100 

東 尽． 2 1019 8 2.367 6 863 2 165 

神 奈 川 2 340 1 329 1 412 8 722 1 390 

新 潟 3 1出45 2 370 10 3,604 8 1,670 3 4516 2 1,768 

富山（林） 3 1576 1 420 6 2.121 5 1£)05 4 l;?,50 

富山（木） 19 7,706 

山 梨 2 985 2 991 3 1672 3 509 5 4{)92 2 1482 

長 野 1 482 2 782 2 790 6 8268 8 2!!,28 2 800 

岐阜（セ） 7 1641 4 2010 ， 8,472 4， 1580 

岐阜（寒） 2 730 7 2.389 2 800 4 1J. 70 

静 岡 4 1,652 3 1,750 11 41)40 8 4f',Ol 5 2,745 5 lf>50 

愛 知 1 790 3 11300 3 1,460 2 1,700 4 2?,06 3 1[)00 1 550 

計 33 12;?,65 23 9,545 81 31879 7 5 31/344 58 28;)27 77 35fJ21 23 9,995 
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（単位千円）

機 械 防 災 上＇ 地 環境緑化 環境保全 そ の 他 計 担当者数

2 960 1 250 39 18,018 1 7 

8 3,991 1 500 41 15J. 76 14 

1 600 17 8,796 10 

22 12808 12 

4 1,209 3 1,548 1 635 35 14i87 10 

3 930 10 2,800 88 10.690 10 

1 1,000 1 415 5 4,282 25 lOlll 10 

2 359 1 397 4 2,210 2 200 17 5p59 8 

2 475 2 1,279 2 1,290 29 16,4，17 12 

1 400 2 2,430 22 10102 11 

19 7,706 15 

2 393 4 2,214 2 1,000 25 13:?,88 14 

1 452 7 788 24 10190 11 

2 465 1 400 27 9,568 14 

15 5,089 6 

4l 2,740 1 400 41 19,478 12 

2 1,100 1 700 20 111306 10 

5 1,3 2 0 19 8,535 4 2,057 28 11,405 14 10,470 11 5,025 451 198,689 196 

-33-




